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条　例　改　正　検　討　の方　向　性　について

Ｉ．条例制定の背景等と改正の検討

1．条例を制定した背景

山砂利採取跡地の埋め戻しは、平成元年度から城陽山砂利採取地整備公社（府・

市・組合）が、事前に検査を行ない土壌の環境基準に適合した公共工事の建設発生

土を用いて行ってきた。しかし、砂利採取事業により生じた急崖地の修復については、

事業所の責務として民間工事の建設発生土を用いて行われてきた。

また、山砂利採取地を含む本市の東部丘陵地は、本市の重要な上水道水源である

地下水の洒養地である。

2．条例の趣旨

土砂（民間工事から発生する残土）の搬入に際しては、地下水への影響などを防止
′

し環境を保全することを目的として、有害物質（環境基準26項目）を含まない良質の土

砂であることを確認するため、事前に土壌検査を義務付けることとした。

また、地下水への影響などを防止し環境を保全するため条例の適用範囲を山砂利

採取地だけでなく、ＪＲ以東の東部丘陵地全域とした。

3．公社による一元化

公共と民間の建設発生土が輯摸して搬入されることから、山砂利採取跡地における

安心で安全な埋戻しを確保するため、平成18年度からは公共に加え民間の建設発生

土の搬入についても城陽山砂利採取地整備公社で取扱い、一元的に管理することとし

た。公社は条例の適用除外であるが、公社の埋立処分地管理運営規程により民間残

土についても事前検査だけでなく、定期検査や抜取り検査の対象となり検査体制が充

実されるとともに、搬入量の把握についても従前の事後報告制から送付伝票（チケット）

制とすることにより日々管理を行うことができるようになった。

4．再発防止対策の検討

山砂利採取地への産業廃棄物の搬入防止対策として、砂利採取地内に搬入される

全てのものについて把握をするなどの検討。また条例改正も視野に入れて検討すること

としたもの。
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ｌｌ．条例改正の検討の方向性について

1．搬入されるものの全容把握

城陽山砂利採取地整備公社が扱っている建設発生土以外の山砂利採取地及び採

取跡地に搬入される資材等についてもその全容を把握する。

2．資材等の搬入の届出制の導入

一般に流通している製品（砕石、セメント等）の使用を許可の対象とすることは、一般

の商取引の制限につながりかねないため事業所に対して事前の届出を求める。

3．山砂利採取地及び採取跡地を対象

条例の適用範囲は、「ＪＲ奈良線以東の城陽市域」としているが、その範囲において規

制を強化すると一般的には、リサイクルの促進がある中で、一般の市民の社会経済活

動も規制、制限することになる懸念があるため、資材等の届出制の適用範囲は、「山砂

利採取地及び採取跡地」に限定する。

4．条例の組み立て

今後、条例の組み立てを下図のとおり改正するため関係機関等と協議・調整を進めて

いくものとする。

現行

Ｊ Ｒ以 東 の 地 域 に お け る 土 砂 等 の 採 取 又 は 土 地 の 埋 立 て 等 の 行 為 を 市 長 の

許 可 制 と して い る 。　　　　　 ，

検討（案）
ｌＪ Ｒ以 東 の 地 域 に お け る 土 砂 等 の 採 取 又 は 土 地 の 埋 立 て 等 の 行 為 を 市 長 の

許 可 制 と して い る 。

♯
山砂 利 採 取 地 域 に お 止 る資 材 を用 い た全 て の行 為 を市 長 へ の届 出制 とす る。
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○城陽市砂利採取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する条例

平成14年3月29日

条例第13号

目次

第1章　総則（第1条一第3条）

第2章　砂利採取に関する事項（第4粂一第15条）

第3章　土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する事項（第16条一第36条）

第4章　雑則（第37条）

附則

第1章　総則

（目的）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．

第1条　この条例は、城陽市環境基本条例（平成13年城陽市条例第25号）にのっとり、砂利採

取及び土砂等の採取又は土地の埋立て等について、必要な措置を講ずることにより、砂

利採取の拡大の防止及び砂利採取跡地の早期利用の実現並びに土砂等の崩壊、流出等に

よる災害の防止を図り、もって良好な自然環境及び生活環境の再生、保全及び創造（以下
′

「良好な自然環境及び生活環境の保全等」という。）に資することを目的とする。

（定義）

第2粂　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

（1）砂利採取　砂利採取法（昭和43年法律第74号）第16条及び第20条第1項の規定による

認可を受け、又は同条第2項の規定による届出をして行うべき砂利の採取をいう。

（2）土砂等　土、砂その他これらに準ずるものをいう。

（3）土砂等の採取　土砂等を利用する目的をもって土地を掘削し、又は土地利用に伴っ

て発生する土砂等を他に移動する行為をいう。

（4）土地の埋立て等　土砂等を他から移動し土地の埋立て又は盛土をする行為をいう。

（適用範囲）

第3条　この条例は、ＪＲ奈良線以東の城陽市域における前条第1号、第3号及び第4号に掲げ

る行為に対して適用する。

第2章　砂利採取に関する事項

（事業者の責務）

第4条　砂利採取法第3条の登録を受けた者（以下「事業者」という。）は、砂利採取を行う

に当たっては、良好な自然環境及び生活環境の保全等に配慮する責務を有する。
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2　事業者は、砂利採取を行うに当たっては、砂利採取法その他の関係法令、京都府砂利

採取計画認可基準及びこの条例の定めるところに従って行わなければならない。

（保全区域）

第5条　市長は、良好な自然環境及び生活環境の保全等を図るために保全区域を指定する。

2　前項の裁定による保全区域は、規則で定める。

3　事業者は、保全区域においては、砂利採取を行ってはならない。

4　保全区域内の土地と隣接する保全区域外の土地の権原を有する事業者は、保全区域を

明確にするために市長が定めるところにより、杭等で明示しなければならない。

（砂利採取に係る事前協議）

第6条　事業者は、砂利採取法第18条第1項及び第20条第1項の規定に基づく申請並びに同

条第2項の規定に基づく届出の前に、採取区域、採取方法、交通対策、砂利運搬車両の運

行、道路汚損防止等についての協議（以下「事前協議」という。）を市長と行わなければ

ならない。

2　前項に規定する事前協議の基準は、規則で定める。

（砂利採取に伴う掘削計画の提出）

第7条　事業者は、前条に規定する事前協議を行うとき、又は市長が求めるときは、将来

にわたる砂利採取に伴う掘削計画を策定し、市長に届け出なければならない。

2　前項の砂利採取に伴う掘削計画を変更したときは、事業者は、当該変更に係る砂利採

取に伴う掘削計画を、直ちに市長に届け出なければならない。

（指導）

第8条　市長は、第6条第1項の規定に基づく事前協議において、協議事項の内容が、同条

第2項に規定する事前協議基準に照らして、不適切と認めるときは、当該内容の変更その

他必要な改善を指導するものとする。

（協定の締結等）

第9条　事業者は、第6条第1項の規定に基づく事前協議が整ったときは、直ちに市長と同

条第1項の事前協議の内容に即した協定を締結しなければならない。

2　事業者は、前項の規定により締結した協定に基づき、事業を行わなければならない。

3　事業者は、第1項の規定に基づく協定の締結後でなければ、当該砂利採取に係る認可の

申請及び届出を行ってはならない。

（緑化）
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第10条　事業者は、良好な自然環境及び生活環境の保全等を図り、並びに汚濁水の流出、

粉じんの飛散等を防止するため、砂利採取跡地については、法面保護、植栽、草地復元、

種子吹き付け等の適切な緑化措置を行わなければならない。

（採取跡地の措置）

第11粂　事業者は、砂利採取跡地において、法面崩壊等が発生し災害を起こすことのない

よう責任をもって措置しなければならない。

（着手届）

第12粂　事業者は、砂利採取法第16粂及び第20条第1項の規定に基づく認可並びに同条第2

項の規定に基づく届出に係る採取計画に基づいて行う行為に着手したときは、遅滞なく、

その旨を市長に届け出なければならない。

（採取完了報告）
ｌ

第13条　事業者は、前条の規定に基づき届け出た砂利採取が完了したときは、遅滞なく、

その旨を市長に報告しなければならない。
′

2　事業者は，市長から採取の完了を確認するため、現地における説明を求められた場合

は、これに立ち会い、説明を行わなければならない。

（勧告）

第14条　市長は、事業者が、第9条第1項の規定に基づく協定に違反したとき、又は当該協

定の締結を行わずに砂利採取法第18粂第1項及び第20条第1項の規定に基づく認可の申

請、同条第2項の規定に基づく届出並びに砂利採取を行ったときは、事業者に対して、必

要な改善措置を採るよう勧告することができる。

（氏名等の公表）

第15条　市長は、前条の規定による勧告に従わなかった事業者については、氏名、住所（法

人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）及びその旨を公表す

るものとする。

第3章　土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する事項

（土砂等の採取又は土地の埋立て等に関する適用除外）

第16条　この事の規定は、次に掲げるものについては、適用しないム

（1）一団の地区の面積（土砂等の採取又は土地の埋立て等を行う区域（以下「施工区域」

という。）に隣接する区域において、同一の者が、土砂等の採取又は土地の埋立て等を

施工する目前1年以内に土砂等の採取又は土地の埋立て等を施工しているときは、施工
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区域の面積と当該1年以内に施工された区域の面積との合計面積）が、500平方メートル

未満又は土砂等の量が500立方メートル未満の土砂等の採取又は土地の埋立て等

（2）国、地方公共団体その他の公共団体又は公社、公団若しくは事業団の行う事業又は

公共性のある事業で市長と協議の整ったものにおける土砂等の採取又は土地の埋立て

等

（3）’法令等の規定による許可又は認可を受けて行うべき事業における土砂等の採取

（4）災害復旧に係る行為又は日常管理行為で市長が認めるもの

（土砂等の採取又は土地の埋立て等の許可等）

第17条　土砂等の採取又は土地の埋立て等を行おうとする者は、市長の許可を受けなけれ

ばならない。

2　前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、規則で定め

る書類を添付して、市長に申請しなければならない。

（1）氏名及び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

（2）土砂等の採取又は土地の埋立て等の目的

（3）施工区域の所在地及び両横
′

（4）土砂等の採取又は土地の埋立て等の施工期間及び施工方法

（5）土砂等の採取又は土地の埋立て等に係る土砂等の量及び搬入土砂等の発生場所

（6）土砂等の採取又は土地の埋立て等を請け負う者（以下「請負人」という。）の氏名及

び住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

（7）現場管理責任者の氏名及び住所

（8）その他市長が必要と認める事項

3　市長は、第1項の規定による許可に際しては、災害の防止又は良好な自然環境及び生活

環境の保全等のため必要な条件を付すことができる。

（許可の基準）

第18条　市長は、前条第2項の許可の申請があった場合において、当該土砂等の採取又は

土地の埋立て等が、災害の防止上危険と認めるとき、又は良好な自然環境及び生活環境

の保全等に影響を及ぼすと認めるときは、同条第1項の許可をしてはならない。

2　前項に定める許可の基準（以下「許可基準」という。）は、規則で定める。

（許可又は不許可の通知）

第19条　市長は、第17条第2項に規定する許可の申請があったときは、許可又は不許可の

処分を行い、当該申請をした者に速やかに通知しなければならない。

（変更の許可）
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第20条　第17条第1項の許可を受けた者（以下「施工主」という。）は、同条第2項に掲げる

事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2　前項の許可を受けようとする施工主は、変更に係る事項を記載した変更許可申請書に

より、市長に申請しなければならない。

3　前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

4　第1項の許可については、第17条第3項、第18条及び前条の規定を準用する。

（施工主等の責務等）

第21条　施工主及び請負人は、土砂等の採取又は土地の埋立て等を行うに当たっては、災

害を防止し、良好な自然環境及び生活環境の保全等に配慮する責務を有する。

2　施工主は、土地の埋立て等を行うときは、有害物質を含まない良質な土砂等を使用し

なければならない。

3　施工主は、土地の埋立て等を行う場合において、他の事業により発生する土砂等を使

用するときは、規則で定める土砂等の検査を受けなければならない。

（譲渡の届出）
′

第22条　施工主が有している土砂等の採取又は土地の埋立て等を行う権原の譲渡を受け

た者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

（地位の承継）

第23粂　施工主について相続又は合併若しくは分割があったときは、相続人又は合併後存

続する法人、合併により設立した法人若しくは分割によりその事業を承継した法人は、

当該施工主の地位を承継する。

2　前項の規定により施工主の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出な

ければならない。

（土砂等の採取又は土地の埋立て等の着手の届出）

第24条　施工主は、当該許可に係る土砂等の採取又は土地の埋立て等に着手したときは、
．

遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

（中止又は完了の届出等）

第25条　施工主は、当該許可に係る土砂等の採取又は土地の埋立て等を中止し、又は完了

したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2　市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る土砂等の採取又は土

地の埋立て等が第18条第2項に規定する許可基準及び第17条第3項に規定する許可の条

件に適合しているかを検査し、適合していないと認めたときは、当該届出をした施工主

条例　5



に対して、期限を定め、必要な措置を採るよう命ずることができる。

（標識の設置）

第26条　施工主は、当該土砂等の採取又は土地の埋立て等の施工期間中、当該施工区域の

見やすい場所に、規則で定める標識を設置しなければならない。

（報告の徴収）

第27条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、施工主又は請負人に対し、土砂

等の採取又は土地の埋立て等の施工の状況その他必要な事項の報告を求めることができ

る。

2　施工主及び請負人は、前項の規定により報告を求められたときは、遅滞なく、市長に

報告しなければならない。

（立入検査）

第28条　市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に施工主又は請負人の事務

所又は施工区域にある土地若しくは建物に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、
′

又は関係者に質問させることができる。

2　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者よ

り請求があったときは、これを提示しなければならない。

3　第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

（改善勧告）

第29条　市長は、施工主が第18条第2項に規定する許可基準又は第17条第3項に規定する許

可の条件に違反しているときは、当該施工主に対し、必要な改善措置を採るよう勧告す

ることができる。

（改善命令）

第30条　市長は、施工主が前条の規定による改善勧告に従わないときは、当該施工主に対

し、期限を定め、必要な改善措置を採るよう命ずることができる。

（許可の取消）

第31粂　市長は、偽りその他不正な手段により第17条第1項若しくは第20条第1項の許可を

受けた施工主又は前条の規定による改善命令に違反した施工主に対し、当該許可を取り

消すことができる。

（中止命令）
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第32条　市長は、第17条第1項若しくは第20条第1項の許可を受けずに土砂等の採取又埠土

地の埋立て等を行っている者又は請負人に対し、当該土砂等の採取又は土地の埋立て等

の中止を命ずるものとする。

（原状回復命令）

第33条　市長は、第31条の規定により許可を取り消したとき、又は前条の規定により中止

を命じたときは、当該処分に係る行為を行った者に対し、期限を定め、原状回復その他

必要な措置を採るよう命ずることができる。

（違反事実の公表）

第34粂　市長は、第25条第2項、第30条、第32条又は第33条の規定による命令に従わなかっ

た者については、氏名、住所（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務

所の所在地）及びその事実を公表するものとする。

（罰則）

第35条　第33条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
′

に処する。

2　次の各号の一に該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

（1）第17条第1項の規定に違反して土砂等の採取又は土地の埋立て等を行った者

（2）第20条第1項の規定に違反して土砂等の採取又は土地の埋立て等を行った者

（3）第25条第2項の規定による命令に違反した者

（4）第28条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

（5）第30条の規定による命令に違反した者

3　次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

（1）第22条、第23粂第2項、第24条又は第25条第1項の規定による届出をせず、又は虚

偽の届出をした者

（2）第26条の規定に違反し、標識を設置せず土砂等の採取又は土地の埋立て等を行った

者

（3）第27条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

（両罰規定）

第36条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人

又は人の業務に開し、前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対して、同条に規定する罰金を科する。

第4章　雑則
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（規則への委任）

第37条　この条例の施行に閑し必要な事項は、規則で定める。

附　則

（施行期日）

1この条例は、平成14年（2002年）7月1．日から施行する。

（経過措置）

2　この条例の施行の日の前日において、砂利採取法第18粂第1項及び第20条第1項の兢定

に基づく申請並びに同条第2項の規定に基づく届出がされている砂利採取計画に係る砂

利採取については、この条例は、適用しない。

3　この条例の施行の際現に土砂等の採取又は土地の埋立て等を行っている者は、この条

例の施行の日から3月間は、第17条第1項の許可を受けないで、当該土砂等の採取又は土

地の埋立て等を行うことができる。その者がその期間内に同項の許可の申請をした場合

において、当該申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。
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